
身体障がい者等が軽自動車税（種別割）の減免を受けられる条件 

（１）減免の対象につきましては次のとおりです。 

① 身体に障がいを持つ方（（３）の表に該当する方）が所有し、本人が使用する場合。 

② 身体に障がいを持つ方又は精神に障がいを持つ方（（３）の表に該当する方）が所有するもの 

で、通学・通院・通所・生業などのために、生計を同一にする方が使用する場合（生計同一 

証明書添付）。 

③ 精神に障がいを持つ方（（３）の表に該当する方）と生計を同一にする方が所有するもの 

   で、障がいを持つ方の通学・通院・通所などのために使用する場合（生計同一証明書添付）。 

④ １８才未満の身体に障がいを持つ方（（３）の表に該当する方）と生計を同一にする方が 

  所有するもので、障がいを持つ方の通学・通院・通所・生業などのために使用する場合 

（生計同一証明書添付）。 

⑤ 身体障がい者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等 

の特別の仕様により製造されたもの、又は一般のものに同種の構造変更が加えられたものなど 

（自家用、営業用の別は問わない）。 

（２）免除の対象となる軽自動車は、事業用以外の一台です。（（１）の⑤は除く） 

（３）免除の対象となる障がいの種類 

① 身体障害者手帳をお持ちの方 

障  害  の  区  分 障 害 の 等 級 

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

平 衡 機 能 障 害

音 声 機 能 障 害

上 肢 不 自 由

下 肢 不 自 由

体 幹 不 自 由

心 臓 機 能 障 害

腎 臓 機 能 障 害

呼 吸 器 機 能 障 害

膀 胱 ・ 直 腸 機 能 障 害

小 腸 機 能 障 害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害 

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害 

肝 臓 機 能 障 害

１級から４級までの各級 

２級及び３級 

３級 

３級（咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る）

１級、２級の１及び２級の２ 

１級から６級までの各級 

１級から３級までの各級及び５級 

１級及び３級 

１級及び３級 

１級及び３級 

１級及び３級 

１級及び３級 

１級から３級までの各級 

１級及び２級（１上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）

１級から６級までの各級 

１級及び３級 

※１８才未満のうち、生計を同一にする者が所有し運転する軽自動車で、次に該当する場合については対象

外となります。 

・下肢不自由者の３級の２、３級の３及び４級から６級 

・体幹不自由者の５級 

・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害の３級（１下肢のみに運動機能障害を持つ方）か

ら６級 



② 戦傷病者手帳をお持ちの方 

障  害  の  区  分 障 害 の 等 級 

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

平 衡 機 能 障 害

音 声 機 能 障 害

上 肢 不 自 由

下 肢 不 自 由

体 幹 不 自 由

心 臓 機 能 障 害

じ ん 臓 機 能 障 害

呼 吸 器 機 能 障 害

ぼ う こ う 又 は 直 腸 機 能 障 害

小 腸 機 能 障 害

肝 臓 機 能 障 害

特別項症から第４項症 

特別項症から第４項症 

特別項症から第４項症 

特別項症から第２項症（咽頭摘出による音声機能障

害がある場合に限る）

特別項症から第３項症 

特別項症から第６項症、第１款症から第３款症 

特別項症から第６項症、第１款症から第３款症 

特別項症から第３項症 

特別項症から第３項症 

特別項症から第３項症 

特別項症から第３項症 

特別項症から第３項症 

特別項症から第３項症 

③ 療育手帳の交付を受けている方のうち、判定が「A」の方 

④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている方のうち、障害の等級が「１級」の方 


